
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人東茂の上告趣意は、違憲（三八条三項違反）をいうが、実質は事実誤認、

単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

　しかし、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決は、後記のように刑訴

法四一一条一号、三号により破棄を免れないものと認められる。

　本件は、被告人が、昭和四〇年一二月九日午前八時四〇分ごろ軽四輪貨物自動車

を運転して、京都市ａ区内の南北に通ずるｂを南進し、東西に通ずるｃとの交通信

号によつて交通整理の行なわれている交差点に差しかかつた際、同交差点の信号が

停止信号であつたので、その北側に停止し、その後青信号に従つて同交差点に進入

し約一〇米進行したところ、おりから右方からきたＡの運転する第一種原動機付自

転車に自車を衝突させて、同人に加療約一ケ年を要する左側頭骨々折等の傷害を負

わせた事件である。

　これに対し一審裁判所は、被告人には右方の安全を確認する義務を怠つた過失が

あるとして有罪としたので、被告人は控訴して、本件は、被告人が青信号に従つて

前車に引き続き発進し本件交差点に進入したときには、右側には並進する車両が数

台あり、その切れ目から突然被害車両が現われたのを右斜め前方約三米に発見し、

急停車の措置をとつたがまにあわず衝突させたものであるところ、青信号に従つて

交差点に進入した被告人としては、右方からの車両は交通規則を守り、東西の信号

が赤を示している場合には、東進する車両はないものと信頼して運転すれば足りる

から、被告人には前記のごとき過失はないと争つた。

　ところが原裁判所は、右側に車両があつたことについて述べていない被告人の検
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察官および司法警察員に対する各供述調書の記載ならびに被告人の取調にあたつた

司法警察員の一審公判廷における証言を援用し、「もし右側に車両があるため交差

点前方に対する見おとしが困難で被害者の原動機付自転車を発見することができな

かつたという事情があつたとすれば、被告人としてもこのような自己に有利な客観

的事情を捜査段階において弁解しているはずであり、このような弁解が一言もなさ

れていないということは右のような客観的事情が当時存在しなかつたと思われる証

左であり、またもし、右側に他の車両が何列も並んでいたとすれば、被害車両は被

告人の車両に衝突する前にその並進車に衝突しているはずである。この点について、

さらに被告人は、原審の検証の際の指示説明として『停止の際、私の車の左右には

一メートルぐらい、前後には二メートルくらいの距離で他の車両が停止していた。

対面信号が青色に変つて他の車両とともに発進したが、私の車は軽四輪車で普通車

より出足がおそかつたこと、それにマンホールが少しくぼんでいたためタイヤがか

かつたことで発進がおくれ、発進の際前車との車間距離が五、六メートルあいて進

行している。（中略）衝突直前には右側には車がなかつたが、左側、後方には他に

車がそれぞれ進行していた。』と説明しているが、発進当時右側にいた車が何故衝

突時にはいなかつたのか理解に苦しむところである。以上のところからみて、前記

所論にそう被告人の原当審における供述は措信しがたく、被告人が交差点北詰を発

進した際には右側に並進している車両はなかつたものと認めるのを相当とする。」

として、被告人の前記主張を排斥し、これを前提として、一審認定の被告人の過失

を肯定した。

　しかし、原判決もいうように、被告人は捜査官に対して、本件交差点進入時なら

びに衝突時に右側を並進する他の車両がいなかつた、と述べているのではなく、単

にそのことについての記載がないにすぎないから、このことをもつて直ちに、被告

人の一審および原審公判廷における前記主張のごとき供述が、単なる弁解にすぎな
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いとして排斥しうるものではなく、また被害車両は単車であることからすれば、右

側車両の台数、間隔等によつてはその間を縫つて被告人のところに到達する可能性

がないともいえないのであるから、被告人の車に衝突する前に他の車に衝突しなか

つたことも、被告人の右供述を排斥する決定的理由とはなしがたい。のみならず記

録中には、本件事件後本件交差点の信号の周期に若干の変動があつたとはいえ、昭

和四二年七月一一日ないし同月二二日間の日曜日および雨天の日を除く一〇日間の

午前八時三六分ごろないし四〇分ごろ間の、本件交差点北側において一停止信号に

よつて停車し青信号を待つている車両の台数は、二五台ないし八四台である旨の弁

護人の調査結果もあり、また右調査結果を肯定し、現在通常は五列横隊ぐらいで先

頭から六、七台ぐらいの車両が停止信号で待機している旨の司法警察員Ｂの証言な

ど被告人の供述を裏づける証拠もあるのに、原判決が、これらを無視し被告人の供

述を排斥して、前記のごとく被告人の右側には並進する車両はいなかつたと認定し

たのは、採証法則違背ないしは重大な事実誤認の疑いがあるものといわなければな

らない。

　そして、もし被告人の供述するごとく被告人の右側にも他の車両が進行していた

とすれば、その位置関係、台数、車の大きさ等によつては、被告人に対し過失の責

を問い得ない場合も予想されるし、またいわゆる信頼の原則の適用も考えられると

ころである。とすれば原判決の前記のごとき違法は、判決に影響を及ぼすことが明

らかであつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

　よつて、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、さらに審理を尽くさ

せるため、同法四一三条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　検察官　川口光太郎　公判出席

　　昭和四四年三月一四日
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　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　草　　　鹿　　　浅　之　介

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　城　　　戸　　　芳　　　彦

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　色　　　川　　　幸　太　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　村　　　上　　　朝　　　一
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